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総合科学技術・イノベーション会議 第１４１回評価専門調査会 

議事概要 

日 時：令和３年１２月２０日（月）１６：３０～１８：４６ 

場 所：中央合同庁舎第８号館 特別大会議室（８階）（オンライン併用） 

出席者：上山会長、梶原議員、佐藤議員、篠原議員、梶田議員、大隅委員、 

川合委員、川原委員、菅委員、角南委員、染谷委員、田中委員、 

野田委員、長谷山委員、林委員、渡邉委員 

欠席者：小谷議員、橋本議員、藤井議員、江崎委員 

事務局：米田統括官、覺道審議官、樋本参事官、松木参事官、白井参事官、 

赤池参事官、鈴木企画官、田邉企画官、松尾事務局長 

ＭＲＩ：高谷主席研究員 

議 事：（１）第６期科学技術・イノベーション基本計画の評価の進め方 

（２）その他

（配布資料） 

  資料１  評価専門調査会（令和３年度第１回）における主なご意見 

  資料２  「研究環境の再構築（多様で卓越した研究を生み出す環境の

再構築）の深掘分析について 

  資料３  研究力を多角的に分析・評価する新たな指標の検討について 

  資料４  ｅ－ＣＳＴＩを通じたＥＢＰＭ等の推進に係る取組について 

  資料５  評価専門調査会（令和３年度第２回）における論点（案） 

  資料６  国家的に重要な研究開発の事前評価について 

  資料７－１ 「大規模研究開発評価ワーキンググループ（仮称）の設置に

ついて（案） 

  資料７－２ 総合科学技術・イノベーション会議が実施する事後評価の調

査検討等の進め方について 

  資料７－３ 総合科学技術・イノベーション会議が実施する中間評価の調

査検討等の進め方について 

  資料８  国の研究開発評価に関する大綱的指針について（案） 

  資料９  Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０認知調査 

  資料１０ 総合科学技術・イノベーション会議 第１４０回評価専門調

査会議事概要（案） 

※資料１０は非公表/構成員のみ
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（参考資料） 

  参考資料１ 資料２関連「研究環境の再構築（多様で卓越した研究を生み

出す環境の再構築）の深掘分析について」（詳細資料） 

  参考資料２ 資料７関連「大規模研究開発評価ワーキンググループ（仮

称）」（案）について 

 

議事概要： 

 

【樋本参事官】 お時間になりましたので、第１４１回の評価専門調査会の開

催をさせていただきたく存じます。 

 

【上山会長】 本日はお忙しい中御出席を下さいましてありがとうございます。 

  ただいまから、第１４１回の評価専門調査会を開催します。本日は、出席

１６名、欠席４名、小谷委員、橋本委員、藤井委員、江崎委員となります。

また、本日、株式会社三菱総合研究所の高谷主席研究員に参加を頂いており

ます。こちらは、評価専門調査会運営規則第７条、雑則として、「この規則

に定めるもののほか、専門調査会に関し必要な事項は、会長が定める。」と

いう条項に従いまして、会長の定めにより、評価専門調査会での発言を頂く

ことにいたしました。後ほど、事務局からも御説明いたしますが、株式会社

三菱総合研究所におかれましては、技術的な面での検討についてサポートを

頂いております。 

  早速、議事に入ります前に、事務局より配布資料の確認をお願いします。 

 

【樋本参事官】 ありがとうございます。 

  本日の資料ですがやや大部ですので、少し丁寧に順を追って説明させてい

ただきます。資料は延べ１０ございます。あと、参考資料が二つございます。 

 まず、最初に資料１ですが、前回の主な御意見をまとめさせていただいて

おります。 

  資料２研究環境の再構築の深掘り分析について、ちょっと厚みのある資料

です。資料３「研究力を多角的に分析・評価する新たな指標の検討につい

て」、資料４「e-ＣＳＴＩを通じたＥＢＰＭ等の推進に係る取組について」、 

資料５が本日の論点案。資料６「国家的に重要な研究開発の事前評価につい

て」、資料７-１大規模研究開発評価ワーキンググループの設置について

（案）、資料７-２「総合科学技術・イノベーション会議が実施する事後評

価の調査検討等の進め方について」、資料７-３ 同じく中間評価の調査検
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討等の進め方について、資料８「国の研究開発評価に関する大綱的指針につ

いて（案）」、資料９「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０認知度調査」、資料１０が前

回の議事概要の案、こちらは非公表で構成員のみの配布にさせていただいて

おります。あとは、参考資料１につきまして、先ほどの資料２の深掘り分析

の詳細資料をお付けしています。さらには、参考資料２として、大規模研究

開発評価ワーキンググループの関連の参考資料についてもお手元に置かせて

いただいております。お手元にないもの、乱丁や落丁などがございましたら、

事務局までお申し付けください。 

 

【上山会長】 それでは、撮影についてはここまでといたしたいと思います。 

  なお、傍聴は引き続き可能となっております。 

  それでは、一つ目の議題である研究環境の再構築について、資料１から５

までを事務局より説明いたします。質疑応答につきましては、資料５の後に

設けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【樋本参事官】 ありがとうございます。資料１につきまして説明させていた

だきます。資料１は、前回の専門調査会で頂きました御意見につきまして、

まず、２ページ目ですが、こちらは、正に本年度の深掘り分析の対象テーマ

であります研究環境の再構築に係る御意見を、追加指標、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．

０実現の視点や国際的な比較等、あとは、ロジックチャートの構成といった

三つの柱で整理をさせていただいたものでございます。 

  追加資料につきましては、サポート人材について考える必要があるのでは

ないか、事務作業削減という観点の議論が重要ではないか、その研究の多様

性をうまく評価できるような評価軸が考えられないか、さらには、それぞれ

の大学で読める電子ジャーナルの数など、論文の投稿料が高い雑誌とインパ

クトファクターなどの相関みたいなところについても着目すべきじゃないか、

あるいは、その研究基盤への投資をいかに評価していくかも需要ではないか、

さらには、大型機器の整備を指標とできないかといったところを頂いたかと

存じます。 

  Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の関係ですと、最終的に、全てソサ５に向かって進

んでいるという姿勢は共通で持っておくことは必要ではないかと。あるいは、

マクロな視点で、何のための指標による評価か、大事かということを常に立

ち返ることをしないといけないのでないか。社会実装を意識した評価軸を検

討すべき。社会実装に向かった評価はベンチャーなどに偏るので、基礎研究

の評価とバランスを考慮すべきでないか。要は、他国との比較を総体的に考

えることが必要ではないか。 
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  ロジックチャートについては、ダイバーシティのところに性別に加えて

様々な観点があるという御指摘。あるいは、グローバルなダイバーシティの

観点も重要。博士課程への進学が進まないのは、経済的な心配から来るとい

うロジック、それ自体が正しいのかといった検証も必要という御意見も頂い

たかと存じます。 

  ３ページ目と４ページ目には、正に基本計画全体の進捗を検討していくに

当たっての必要な御意見をいただいたと認識をしています。 

  詳細は省きますが、大きく分けますと、計画全体の評価、手法に関するも

の、ロジックチャートの妥当性、改善に関するもの、新たなデータの取得や

エビデンス調査に関するもの、タイムラグに関する御指摘、第５期基本計画

以前取組の理解についてのポイント、あるいは、評価指標の現場への共有、

多様な評価軸に関する評価、価値創造を促す指標の検討、融合分野の人材等

に関する指標、人文社会を評価する指標、さらには、各府省の政策評価・プ

ログラム評価との連動に関するもの、そして、時代の潮流や国際情勢への対

応、最後に、アジャイルな視点も重要という御指摘を頂いたと認識をしてお

ります。これらに基づいて、これから引き続き御議論深めていただくことに

なろうかと、事務局としても認識しているところでございます。 

  続きまして資料２に入らせていただきたいと思います。資料２の研究環境

の再構築の深掘り分析に当たりましては、前回頂きました御指摘も踏まえま

して、本評価専門調査会の一部の委員の方々、さらには、関係の府省の専門

機関を交えて検討を行っているところでございます。その技術的な面や、そ

の取りまとめにつきましては、株式会社三菱総合研究所にサポートいただい

ているところです。したがいまして、資料２につきましては、先ほど、上山

会長より御説明ありました株式会社三菱総研の高谷さんから御説明をお願い

したく存じます。 

  

【ＭＲＩ（高谷）】 資料２について説明します。資料２は、参考資料１から

抜粋した資料となっておりますので、必要に応じて参考資料も御覧いただけ

ればと思います。まず、３ページ目です。これは前回の評価専調の資料で、

今回、この中の第２回、１２月に当たるところを示してあります。 

  次の４ページに参基本計画の構成があります。これも確認となりますが、

基本計画の第２章の中に１、２、３という三つの項目があり、二つ目がいわ

ゆる研究力に該当しております。さらに、２番の研究力のところにも（１）、

（２）、（３）と分かれておりますが、今回の分析は、この中の（１）と、

「多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築」について試行した位置づけ

になっております。 
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  次のページに参りまして、これが第１回の評価専門調査会でも出てきたロ

ジックツリーになります。（１）の中も更に細分化されていることになりま

す。（１）の中に分析項目１、分析項目２、分析項目３、分析項目４という

四つの固まりで今捉えております。 

  さらに、分析項目１、２、３、４の中に、例えば分析項目１であれば、

「優秀な若者が」で始まるような三つの四角があり、そこに指標がマッピン

グされていると。さらに、右側に具体的な取組という形で①から⑧のオレン

ジ色の四角の構成に基づいて分析を進めております。 

  次の６ページ。ここから新規の資料になります。先ほどの構成に基づきま

して、分析の方法としてＡ－１からＡ－２、Ａ－３、Ｂという形で整理して

おります。分析の考え方を中心に説明したいと思います。まず、Ａ－１で示

しているのが、基本計画の目標が達成されているのかです。ここで目標は何

かという議論があるところですが、一応確認としては、最終的には当然基本

計画はＳｏｃｉｅｔｙ５．０の実現を目指すことになりますけれども、ここ

の分析の中では、先ほどロジックツリーで示した「優秀な若者が」といった

中目標と言えるところに対して、どういうような達成ができているかを見て

おります。 

  次に、Ａ－２は、施策の実施状況の分析で、基本計画の取組として、先ほ

ども①から⑧で、ページ５の中で右側に示されます、その取組というところ

で、どういうような施策が展開されているのかを見ています。ここは、個々

の施策を見るというよりも、この①から⑧のような固まりを見て、どういう

施策群が実施されているかを見ることを趣旨としています。 

  続いて、Ａ－３は、総合分析と言っておりますけれども、Ａ－１で一つ目

標の達成状況というのを見て、Ａ－２でそれに対する取組としての施策の状

況を見た両者を合わせまして、目標に対して施策群が機能しているのかどう

か、例えば、目標が達成されていないが施策は充実しているとか、あるいは、

目標達成されていないし施策も充実していないといった関係を見ています。

その中で、進捗を促す必要がある重要課題とか、追加的に考えられる対策は

何だろうかというところを見ております。 

 最後、Ｂについては、ロジックチャートの矢印で結ばれた関係であるとか、

あるいは、そこに振られている指標について、Ａ－１からＡ－３を見る中で、

必要があれば、こういうところは改善するべきではないかを見ているところ

になります。 

  ここで挙げたＡ－１、Ａ－２、Ａ－３、Ｂを、５ページに挙げた分析項目

１と２と３のそれぞれについて実施した構成になっています。 

  次のページから、分析項目１について、Ａ－１、Ａ－２と進めた内容を御
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紹介したいと思います。 

  ８ページ、先ほど概略は申し上げましたＡ－１の分析、方法について示し

ております。Ａ－１は、ロジックチャートがある中で、この指標は示されて

いるので、それを手掛かりに分析をしています。 

  ２の①、②という書き方がされていますが、指標として挙げられたデータ

を見るだけではなくて、①では更にその指標のマクロなデータとなっている

のですが、その内訳の分析をやっています。そのマクロな状態は指標で分か

りますが対象が不均一だったりすることがあります。それを見るために内訳

を見ているのは①になります。さらに、②は、指標に挙げられているもの以

外のデータも集めて見ています。ここでは、今集められるデータだけではな

くて、これからこういうものを集めたらよいというデータも含めて集めてい

ます。 

  ９ページは、分析項目１のＡ－１について、今御紹介したもののまとめを

示しております。最初に、下に書いてあるのですが、ここで目標達成は何を

見るかというところがあります。一番下の２行で小さく書いてあるのですが、

いずれも計画の初年度なので、そもそも５年間で達成すべき目標を、初年度

でどういうものを見ているのかについて、言わばこれまで５期期間も含めた

過去のトレンドから見て、このまま行くとどうなるのかという視点で見てい

ます。具体的には、このままの成り行きで、特にこれからの施策、あるいは、

今、正に取っている施策は、効果はまだ出ていないが、その状態で進んだ場

合に目標は達成できるのか、課題があるのか、達成見込みなのかを見ている

ことになります。また、目標に対して、どういうふうに現状動いているのか

を見た場合に、目標に対して、その方向に進むものもあれば、反対側に進む

ものもあり、反対側に進むものは悪化というふうに示しています。 

  この表の中で一番左の「ロジックチャートの要素」と書いてあるところが、

５ページのロジックチャートの中で「優秀な若者が」という三つの四角に該

当するカテゴリーで示しておりますが、指標で見ますと、９ページ、前の図

です。いずれも、ここで挙がる指標は、課題がある形で整理しております。 

  また、時系列の変化でも悪化という形で、本来その目標に向かうべきとこ

ろが、まだ逆の方向に向かっていることは言えると思います。 

  例えば、人口当たりの博士号取得者数を見ても、日本の分母となる人口は

減少しているが、指標自体は横ばいになっていて、停滞していることが言え

ると思います。それ以外の部分についても、今までのトレンドから見ると、

その経済的な支援を相当額受給している博士課程の学生数とかは、目標に向

かっていないことが言えることをまとめております。 

 次のページは、Ａ－１の中でも②として追加指標を見ているものです。  
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これも、一番左の列はロジックチャートの「優秀な若者が」という三つの

四角に沿った形で進めております。 

  例えば、博士課程の進学率に着目しても、現状、博士課程の進学率がどん

どん上がる状態にはないことが言えると思います。 

  また、定性的な部分、ＮＩＳＴＥＰの定点調査等も見る中でも、望ましい

人材が博士課程に進んでいるのかに対して、現状まだ全般的に不十分という

調査結果が出ていることがあります。 

  博士課程のプログラムの満足度も低下傾向が見られることが分かります。 

  次の固まりとして、博士課程の経済的なところ、更に広く見ると環境を見

ても、環境整備が不十分だというようなＮＩＳＴＥＰの結果が出ているとか、

あるいは、一番下の進路に関するところ、将来の活躍に展望が開けるかにつ

いて見ると、例えば、ノーアカデミアについて見ても、なかなか民間企業で

博士課程を採用している状況にはなく、実際、採っている企業もあれば、全

然採ったこともない企業もある形になっている。また、広くアカデミアある

いは大学の支援人材も含めたキャリアを見ても、研究者は勿論、ＵＲＡある

いは支援人材も今直近の状況で見ると、どんどんそのポストや数が増えてい

る状況にないことが見ることができます。 

  次のページは、Ａ－２として施策の分析を行っております。こちらは、５

ページに示したロジックチャートの中で、①から⑧で示している施策群の固

まりで見ております。 

  具体的な施策をどう見るかについて、まず、基本計画に具体的な取組とし

て書かれているものを参照し、さらに、年次戦略である統合戦略に実施状

況・現状分析が記述されています。そこで各省がどんなことをやっているの

かを特定して、その文言を基に行政事業レビューを集めて施策の内容とか、

さらには、施策で目指しているアウトプット、アウトカムを確認すること。

さらに、非予算情報のようなものも可能な範囲で予算情報等から収集してお

ります。それを基に図式化を実施していることになります。 

  この中で、図式化のところを御紹介したいと思います。次の１２ページか

ら示したものです。①から⑧の取組の固まりがありますが、①の取組につい

て、どんな施策が展開されているのかを、基本計画、あるいは、イノベーシ

ョン戦略に基づくことを整理したものになっています。さらには、実施につ

いて、これまで継続的に見ているものか、特に今強調した形で拡充されたり、

新規なのか、今後やろうとしているものなのかを整理しています。 

  例えば、この①の博士課程の学生の処遇向上とかキャリアパスのところで

は、創発的研究資金が作られたりとか、あるいは、フェローシップ創設事業

のようなものが拡充されたりしているとか、ジョブ型の研究インターンシッ
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プ推進協議会を開始しているとか、そのような施策があることが分かります。 

  次のページは②の取組になりますが、大学等において若手研究者が活躍で

きる環境整備についても、非予算事業になると思いますが、人事給与マネジ

メント改革ガイドラインの追補版を作成するとか、給与制度の混合給与の促

進といった取組が行われていますし、下の方を見ると、ＵＲＡの質保証みた

いな形の施策が展開されていることが分かります。 

  次のページ、Ａ－３は総合分析なので、今挙げたＡ－１の結果、Ａ－２の

結果を比較して、総合分析をするのは１として挙げるところです。 

  さらに、２は先行文献の調査で、今回時間の中で新しいデータを収集する

ことはできなかったので、特にこの分野について、今までどういう議論がさ

れているのかを見ております。 

  Ａ－２、Ａ－３の結果は個別には紹介しませんが、次の１５ページに分析

項目１として、Ａ－１からＡ－２、Ａ－３と結果について簡単にまとめてお

ります。 

  Ａ－１は、先ほど結果も一部御紹介しましたが、今挙げられる指標、参考

指標の多くは停滞から悪化しているので、今取り組んでいるものの効果を除

いた話、流れでいえば、なかなか厳しい状況で、目標達成は厳しい状況にあ

ることが言えると思います。博士課程のキャリアについても、特にノーアカ

デミアで広がっている状態にはないことは先ほど述べたとおりです。 

  Ａ－２の施策の分析については、先ほどチャートの形で図式化して示しま

したが、例えば①では、博士課程の経済支援とキャリアパスの拡充が行われ

ることで、特に経済的支援は今大幅に拡充されて状況が改善する見込みが立

ちつつあるところだと思います。あとは、キャリアパスの部分で既存施策も

あるのですが、大学での取組も併せて見なければならないのですが、財政支

援とキャリアパスとの連動を見ながら、どうやっていけばいいのかは、総体

的な施策の強度を見る必要があると思います。 

  また、ここに結果を紹介していないですが、個別の行政事業レビューの中

で、アウトプット、アウトカムは個別施策で示されるものを見ています。そ

れを見ると、個別施策でこういうＫＰＩでいくものと基本計画の中で指標に

示されているものの関係を見ると、直接的に対応するものもあれば、間接的

にしか対応しないものもあるので、ここの部分の接続を見ていくのも一つポ

イントだと思います。 

  Ａ－３は、先ほどと一部、若干かぶりますが、博士課程の経済支援は目標

達成の道筋が見えつつあることですが、その活動は実際に開始されて経済的

支援が博士課程の進学に本当に結び付くのかを見ていく必要があるというこ

とです。キャリアパスについては、追加施策というより大学自体の取組も大
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きいので、大学の中でどういうことが行われているのかとか、実際に施策の

分野別効果とか、あるいは、採用後のキャリアはどういうふうにつながって

いくのかを見ていく必要があるのではないかというふうにまとめています。 

  長くなりましたが、これが今、分析項目１、Ａ－１からＡ－２、Ａ－３、

Ｂという形で見た結果を御紹介しました。以降、分析項目２、分析項目３に

ついても御紹介したいと思います。次のページ、分析項目２に進みます。 

  １７ページに示したように、５ページのロジックチャートを御覧になると

分かりますように、分析項目２は指標があてられていない形になっています

ので、ここは指標ではなくて追加指標を見たのが１８ページになります。 

  １８ページを見ると、多様で卓越した研究成果につながることでいうと、

ここも意識調査で見ると、現在なかなか厳しい評価が出ていることが言える

のではないかと思います。また、探索型の研究を見ると、大学等では６９％

実施されている状況にはあるということです。 

  下の固まりに行きますと、データを並べておりますが、４から１８を並べ

た結果、まず、負担側である予算は、今取られていますが、性格別・分野別

に全体でどうなっているのかは把握されていない状況があります。 

  また、探索型の研究は、所属機関のお金以外に科研費も活用され、科研費

の予算も安定していますが、採択率は今明確な上昇基調にはなっていないこ

とが言えます。 

  その上で、創発的な研究が実施されており、そこはまず１点。 

  さらに、現状、公募的研究費の申請時の負担低減は、それほど高い評価に

なっていないことが分かります。 

  その他、ここで挙げておりますが、全部取れている訳ではありません。例

えば、大型機器の整備のような研究環境のところ、あるいは、国際活動はど

のぐらい予算として取られているのだろうかとか、探索型研究を所属機関の

資金で補っているとすると、間接経費がどのぐらいの状況になっているかは、

把握していく必要があるのかなどが、今欠けていると思います。 

  次のページ、これはＡ－２に相当するもので、ここも施策の図式化を行っ

ています。 

  基礎研究・学術研究の振興でいえば、創発的研究支援事業が行われたとこ

ろが大きいというのが、ここの部分になると思います。 

  また、別途触れますが、研究力の指標の開発を今行われていると将来的に

２０２２年という形ですけれども、行われている位置づけになっております。 

  次のページ、競争的研究費制度の一体的改革でいうと、効果的なファンデ

ィングと効率的なファンディングに分けておりますが、切れ目のない支援と

いう中で様々な取組が行われていることですが、多角的な目標を設定すると
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か、非予算事業を含めて実施されていることになります。 

  効率的なファンディングについても関係府省の申合せという、予算事業で

はない、非予算事業という形で行われています。 

  次に、Ａ－２のまとめになりますが、分析項目２、Ａ－１について、分析

項目２は、基本計画では明示的に指標が位置づけられていないので、今後、

多様で創造的な研究とか、若手研究者の支援を意識するところで指標を把握

していくことは今後重要になります。現状の追加データで見る限り、多様な

研究、創造的な研究とかに対する意識調査の結果は芳しくない状況になって

いるので、今後見ていく必要があるということです。 

 予算全体の配分として、例えば出口寄りなのか、探索型、創発にどのぐら

い割けられているのかについての把握も、個々の事業ベースであるのは分か

りますが、全体像の把握は重要と思います。 

  また、追加的な分析でいうと科研費はありますが、採択率の上昇は見られ

ないとか、あるいは、最後に改めて書いていますが、意識調査で見ると、現

状、ここでいう厚みのある基礎研究、学術研究の推進はいい状態にあること

にはなっていないことが分かります。 

  Ａ－２で目標に向けた取組としては、多様な知の創出・拡大とか、研究や

その周辺環境の整備、効果的なファンディング、効率的なファンディングが

出ていますが、まず一つは、創発的研究開発事業ができたのは大きなところ

として挙げられると思います。 

  その他、ファンディングの取組の効果的・効率的は、制度改正にある取組

が多いので、その部分をどういうふうに把握するかは一つ課題としてあるか

と思います。 

  また、Ａ－３として見るところでいいますと、創発的研究開発事業は大き

なトピックになりますので、その部分が本当に多様・創発的・若手といった

観点で影響を及ぼしていくかを今後見ていくことは重要と思います。 

  研究力の強化は、かねてから大きな問題で、論文数等の減少と言われてい

るところですが、この部分がどういうふうに予算が競争的資金へのシフトが

起きているのか、間接的経費が減っているかとか、あるいは政府施策と大学

の関係とかを見る必要があることは言えると思います。 

  最後に、分析項目３に進みます。２３ページを御覧いただくと、それぞれ

今挙げる指標の傾向を見ています。この部分も課題ありと挙げさせていただ

いているもの、さらには、右側の時系列の変化は「好転」という書き方をし

ているところもあります。好転は目標に向かって今トレンドが動いているも

のを示しています。悪化は目標とは逆の方向に今行っているものを示してい

る状況にあります。 
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  次のページ、追加データの情報もここで加えております。例えば一番上、

女性研究者については、確かに女性研究者は増えている傾向は見られますが、

諸外国と比較すると、まだまだ少ない状況は言えるということです。 

  女性以外のデータを見てみると、外国人は増えているとか、国際共著論文

も伸びていますが、諸外国、特に欧米は更に伸びていることがあります。 

  下の部分に行って、研究時間について見ると、今までＵＲＡ、研究事務そ

の他の関係者は、それなりに増えたり、増えて横ばいとかありますが、研究

時間割合自体は、まだ減少傾向が続いていると言えると思います。 

  女性についても獲得する研究費は増えているとか、研究者が増えている以

外の良い状況もあります。例えば、細かく見てみると、小学校から中学校と

いう前段階で見ると、だんだん算数とか理科が好きな男女差が大きくなって

いるとか、あるいは、研究者になってからも、やはり離職される女性研究者

はいる状況にあります。 

  ２４ページの一番下、海外の研さん・海外経験のところです。これは、コ

ロナの直近の影響は受けていますが、おおむね短期の海外派遣者数は増加し

ていますが、中長期の派遣は横ばいとか、海外の受入研究者も横ばいにある

状況です。意識調査を見ても、優秀な外国人を受け入れて定着させるとかは

不十分だというふうに見られていることがあると思います。大学が受け入れ

る外国企業の共同研究費は増加している状況もありますが、意識調査として

は、必ずしも十分とは言えないと思います。 

  次のページ、これも結果だけ示しますが、Ａ－２について研究人材の確保

という意味でいえば、ＵＲＡ等の体制整備が行われたり、学内の研究支援環

境の整備が行われるとか、あるいは、競争的資金の手続効率化の部分は、非

予算事業が多くなると思いますが、行われている現状にはあります。 

  ２６ページは女性研究者の活躍促進で育児等と研究を両立させる研究環境

整備とか、女性の理工系の進学促進といった政策が行われていることになり

ます。 

  ２７ページが国際共同研究・国際頭脳循環の推進になっており、この部分

は細かい施策が並んでいることになりますが、頭脳循環に対する施策が行わ

れていることになります。 

  最後、２８ページが分析項目３のまとめになっております。 

  Ａ－１のまとめとして、幾つも項目は入っていますが、まず、ダイバーシ

ティについて見ると、女性研究者に関する指標は、これまでの状況として上

昇傾向にあり良い方向に向かっていますが、まだまだ加速が必要ではないか

という状況にあります。 

 研究時間は、学内事務の割合の直近の変化を見ると、必ずしも好転してい
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るといえず、このままいくと目標達成は難しいのではないかということです。 

 あと、研究支援者が増加していますが、今までの研究支援者の増加が、研

究時間の割合の減少傾向を好転させるところに至っていないことが見られま

す。 

  知の交流について、国際共同研究・国際頭脳循環は、５ページのロジック

チャートの中で指標が設定されていないので、この部分、国際活動をどう捉

えるかの指標を追加することは必要と思います。 

  また、分析項目３で挙がるダイバーシティ、研究時間といったものは、組

織のマネジメント、具体的には大学レベルでのマネジメントによるところが

大きいので、その部分をどういうふうに把握していくかが重要と思います。 

  Ａ-２は、基本計画に書かれている施策分はおおむね進行しているところ

で見られまして、例えば、国際共同研究・国際頭脳循環に関する施策も拡充

されている状況にあるということです。 

  ただ、女性研究者を増やす既存施策は行われていますが、まだ大規模に拡

充している状況にはなっていないとか違いがあることになります。 

  また、Ａ－２のやり方として、統合戦略の情報等を見ていますが、そこで

は漏れている取組、施策があることがあって、この部分をどうやって集める

かが課題です。 

  Ａ－３、研究時間について、これまでＵＲＡ等の研究支援は実施されてい

ますが、研究時間の減少は続いているので、今後どういうふうにやるのか。

もう少しエビデンスを見ながら対策を立てる必要があるのではないかと思い

ます。 

  ダイバーシティについては、女性研究者は増加していますが、今後、加速

するためには、そのパイプラインの漏れを避ける取組を、持続的・一貫的に

やっていかなくちゃいけないこと。 

  知の交流については、国際的な研究活動、研究者の交流は様々な移動があ

るので、今挙げているデータが取得できるような派遣・受入れだけではなく

て、もっといろんなものを見ていく必要があるということ、また、この部分

についても組織・大学レベルのマネジメントが大きいので、その部分と施策、

基本計画による施策をどう接続して指標を見ていくかは、課題というふうに

まとめております。 

  まとめのところ３０ページです。ここは、分析の手法上の課題としてまと

めております。 

  例えばＡ－１の目標の達成について見ると、そもそも基本計画で指標が設

定されていないものがあることとか、タイムラグの問題があります。具体的

には、今あるデータは２年前の状況を見ているだけのタイムラグもあれば、
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逆に、今、初年度なので、施策を講じてから時間が掛かるので、目標、ここ

は何を見るのかは手法上の難しさがあるということです。 

  Ａ－２は、計画初年度なので、そもそも今実施している施策を集めること

しかできなくて、今後やるものは当然まだ収集できないものがあることと、

あとは、行政事業レビュー等から統合戦略を見ながら集めていますが、必ず

しも対応している施策は全部集められているとは限らないところもあります。 

  Ａ－３は、今のＡ－１とＡ－２を併せて見ているのですが、やはりその目

標、Ａ－１とＡ－２にそれぞれ今申し上げた課題があるので、限定的な内容

になるところはやむを得ないのかなと思っております。 

  あと、ロジックチャートは、指標が欠けているとかは、指摘可能ですけれ

ども、ロジックチャートを変える話はまだできていないことになります。 

  最後、３１ページにまとめておりますが、論点として考えられるのは、今

挙げたように、分析手法自体も今年１回やってみましたが、いろいろ改善す

る点があるということ。 

  さらに、二つ目の固まりとして、分析結果を受けて、今後、基本計画の進

捗を見ていくための取組を、いろいろ入れ込んでいくことが必要と言えるこ

と。 

  最後の三つ目の固まり、３１ページの下の部分ですけれども、それぞれの

調査項目、分析項目のところから、どういうものが重要課題か、どういうも

のは追加的になるのかが幾つか挙げております。 

 説明長くなりましたが、以上です。 

 

【樋本参事官】御丁寧な説明ありがとうございます。 

  参考資料の１は２００ページ以上ありますが、この中にも正に今御紹介の

あった追加データ、あるいは、整理していただいたものが原典としてありま

す。その対比の部分を端折られてしまった部分があり対比が分かりにくいか

もしれませんが、改めてお手元の資料で、お時間のあるときに、また、今後

の検討にも活用できる資料だと思いますので、そういう形で見ていただける

と幸いかなと思っております。 

  続きまして資料３でございますけれども、松木参事官の方から御説明のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 

【松木参事官】研究環境グループ担当参事官、松木でございます。 

  資料３に基づきまして、研究力多角的分析・評価の新たな指標の検討につ

いて、御説明をさせていただきます。まず、資料３の３ページ目を御覧いた

だきたいと思います。 
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  先ほど、資料２でいろいろ指標の話が出たのは、施策とか施策群をどう評

価して、それを、今の施策をどう改善するか、必要な施策は何かを分析する

ための指標ということだったのですが、この多角的な評価指標というのは、

むしろ我が国の科学技術力とか研究力が上がっているのか下がっているのか

で、よく国民の関心に応えるためといいますか、例えば最近ですと、我が国

の研究論文のトップ１０％論文数がインドに抜かれて１０位になりました。

そうすると、日本の研究力が下がりましたとか、例えばそういう報道がされ

るわけですけれども、論文だけで研究力を評価して、国民に対して、上がっ

た下がったではなくて、むしろ研究力以外に、例えばイノベーションにどう

つながったかとか、あとは、研究環境が良くなった、悪くなったとか、そう

いったものも含めた多角的な視点で我が国の研究力がどうなったかというこ

とを、国民に対して説明するといったようなことを念頭に置いて検討してい

るといったような位置づけでございます。 

  ３ページ目が、第６期基本計画の実際の文章になりますけれども、下の丸

を見ていただきまして、我が国の研究力を多角的に分析・評価するため、３

行目に、従来の論文数とか被引用度といったものに加えて、これらは排除し

ません、これに加えてイノベーションの創出とか、いろいろな指標を多角的

に示すべきではないかということがありまして、これに基づいた検討の状況

の御報告という位置づけとなります。 

  ６ページ目を開いていただきたいと思います。 

  これは、７月１日のいわゆる木曜会合で配った資料にピンクの点線を入れ

たものですけれども、現在はここの状況ですというのを、海外の状況、指標

などの分析を踏まえて、我が国で多角的な指標を取っていくとしたらこうい

うものではないかという、その一応の試案ができましたという段階でござい

ます。 

  スケジュールとしましては、②のところにありますが、１２月の論点整理、

中間まとめ辺りになっていて、取りあえずこれで試行してみようかなといっ

たような案ができましたという御報告となります。なので、これが飽くまで

試行案ですので、１年間、２０２２年度からちょっと試行してみて、もう少

しこの指標を足した方がいいなとか、これはちょっと指標としてふさわしく

ないものを見直していく、そういった流れで今後考えております。 

  では、海外の状況。これ全部は説明いたしませんが、９ページ目、御覧い

ただきたいと思います。いろんな事例を調べたのですが、ＥＵは「Ｈｏｒｉ

ｚｏｎ Ｅｕｒｏｐｅ：Ｋｅｙ Ｉｍｐａｃｔ Ｐａｔｈｗａｙｓ Ｉｎｄ

ｉｃａｔｏｒｓ」というものを示しております。これは、いろいろな指標を

三つの柱に整理して分析していると。一つは科学的インパクト経路指標、二
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つ目が社会的インパクト経路指標、三つ目が経済的インパクト経路指標、単

に幾つもある指標を並べているわけじゃなくて、それぞれ意味を持たせた指

標群というものを形成して評価しているということでございます。 

  少し飛びまして、１２ページ目、中国ですね。こちら、四つの指標群に分

けていて、これは中国イノベーション指数というものですけれども、イノベ

ーション環境指数、それから、イノベーションインプット指数、イノベーシ

ョンアウトプット指数、イノベーションアウトカム指数、それぞれ合成指数

も作っているといったような形で、固まりにしてパフォーマンスを測ってい

るといったようなことをやっております。 

  中国の話はちょっと面白かったのですが、１４ページ目を見ていただきま

して、分野別の分析もやっているわけですね。情報科学という分野を例に取

っているのですけれども、これを更にリサーチフロンティアの分野に分割し

て、それぞれのパフォーマンスを評価していると。ここ、御覧いただきます

と分かりますように、例えば⑩とか、「強化学習アルゴリズムｆｏｒ Ａｌ

ｐｈａＧｏ Ｚｅｒｏ」って、かなり狭い分野でパフォーマンスを見ている

ということですけれども、こういった面白い分野別の分析もあったなという

ことで、様々な外国の状況を見て、我が国はどうやって試行していこうかと

いうことを考えたのが、ということでございます。 

  １７ページ目、これも７月１日の木曜会合で、一応赤字を新しく指標とし

てはどうかという、そのベン図の位置づけも明らかにしながらお諮りしたも

のですけれども、ここからさらに、内閣府と、あと文部科学省さん、ＮＩＳ

ＴＥＰさんとか、そういう関係者の方と協力して検討しながら、ここからい

ろいろピックアップしたり、あるいは足したりしたといったものが次のペー

ジ、１８ページ目というふうになります。 

  御覧いただきますと、これはＥＵホライゾンとちょっと似ていると思いま

すけれども、指標群を三つのタイプに分けまして、まず、科学研究指標、こ

れが代表的な論文とかトップ１０％論文などが属するグループですけれども、

それに加えて、プロシーディング、プレプリントとか、あと、日本語論文と

か、あるいは厚みや新規性を測れるような指標を、取りあえずチャレンジで

すけれども、こういったものもやってみようかと。プロシーディング、プレ

プリントというのは、論文のように査定を経ていないので、正確性のところ

では劣りますが、タイムラグが論文よりも少ないということと、分野別の活

性具合も見られるといったようなこともありますので、そういった点に注意

しながら指標とできるのではないか。日本語論文の場合は、特に人文社会科

学系のものが見えるじゃないかとか、そういったものを取りあえずやってみ

るといったようなことを考えています。 
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  二つ目は、ＥＵホライゾンでは社会的インパクトと言っていましたが、こ

こでは、基本計画との整合性も考えまして、研究環境というグルーピングを

しております。サイエンスマップへの参画数・割合のほか、ダイバーシティ

とか、研究時間・研究者数、それから、国際的な賞、研究者の意識、国民の

意識、国際頭脳循環といったものを入れております。国際的な賞というのは

タイムラグが大き過ぎるので第１グループには入れませんでした。第２グル

ープの研究環境に関係するのではないか、ここで試行してみるということで

すね。 

  三つ目のイノベーション創造関連指標。これは、イノベーションそのもの

ではないですが、そこへのつなぎという位置づけの指標ということで、特許

に引用される論文とか、研究者の意識、サイエンスリンケージといったもの

を考えています。研究者の意識というのは、研究環境とイノベーション、両

方出てまいりますが、これはＮＩＳＴＥＰさんが行っている定点調査、研究

者の方々、２，０００人以上の方にアンケートを取って、その中で研究環境

的な質問に対するものとイノベーション的なものがありますので、それぞれ

を活用してはどうかということを考えているということであります。 

  これは１年間試行しながら、足りないところは何かとか、これはやっぱり

指標に向かないのではないかとか、いろいろ検討していくスケジュールで考

えております。 

  あとは参考資料ですので簡単ですが、私からの説明は以上とさせていただ

きます。 

 

【樋本参事官】 ありがとうございます。 

  続きまして資料４の「ｅ-ＣＳＴＩを通じたＥＢＰＭ等の推進に係る取組

について」、白井参事官、お願いできますでしょうか。 

 

【白井参事官】 白井でございます。 

  お手元の資料４につきまして御説明をさせていただきます。ｅ-ＣＳＴＩ

というエビデンスシステムということで、科学技術・イノベーション推進事

務局で作っているものでございます。基本計画の進捗のフォローとか各種分

析に貢献できるのではないかということで、参考として御説明をさせていた

だきます。 

  １ページになりますけれども、一言で言いますと、このエビデンスシステ

ムは、我が国の大学・研究開発法人等における研究の状況、教育の状況、外

部資金の獲得状況と、こういったもののエビデンスを収集・整理して、関係

省庁におけるＥＢＰＭや、大学や研発法人におけるマネジメントに活用いた
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だくためのプラットフォームであるということでございます。 

  ２ページ目になりますけれども、ｅ-ＣＳＴＩの概要ということでありま

すが、昨年の３月にもう関係府省庁への公開を始めておりまして、９月には

一般公開サイトも立ち上げて、分析結果につきまして公開を始めたところで

ございます。 

  ３ページ目に参りまして、このｅ-ＣＳＴＩの構成になりますけれども、

ありますとおり、この５本立てになってございます。一つ目は科学技術関係

予算の見える化、二つ目が、本日の話題にもなっております研究力の見える

化、三つ目が大学・研発法人等の外部資金・寄附金等獲得状況の見える化、

四つ目といたしまして人材育成に係る産業界ニーズの見える化、最後に、地

域における大学等の目指すべきビジョンの見える化と、こういった５本立て

で、今、各種の分析を進めているところでございます。 

  ４ページに、研究力の見える化の目的ということで、４ページに書かして

いただいてございますけれども、財政状況厳しい中で、国費として研究費が

どのように論文・特許等のアウトプットにつながっているかと、効果的な資

金配分の在り方を検討していくための素材を提供するということでございま

す。このデータの収集に当たりましては、ｅ-Ｒａｄというオンラインの競

争的資金の申請・応募システムで得られたデータを一部活用いたしまして、

効率的な情報収集に努めているということでございます。この得られたイン

プット情報を論文データと結び付けることによって研究力の分析に活用する

と、こういったものでございます。 

５ページ目は、そのｅ-Ｒａｄというものは何かというものを簡単に説明

しています。競争的資金の公募から応募、それから採択、実績報告までをオ

ンラインでやるためのシステムということでございます。現状、登録ベース

で７０万人以上の研究者の方が使われているということでございます。 

  ここで得られた情報を活用しつつ、６ページにありますとおり、研究者単

位で整理をして、どういった大学の人がどういった省庁からどういった課題

のファンディングを得ているか、こういった情報を収集してございます。ｅ

-Ｒａｄで集められた情報に加えまして、国立大学や研発法人に改めて内閣

府からお願いして収集しているところもございます。これを合体させて、論

文情報と突き合わせて分析結果を提示していると、こういうものでございま

す。 

  ７ページ目以降は、分析の結果として、あくまでイメージを持っていただ

くために例を示してございます。 

  ７ページは１人当たりの論文数で、筆頭著者カウントになっておりますけ

れども、横軸に年齢を取ってみたものでございます。左のグラフになります
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けれども、若手の頃に１人当たりの論文数が多いと。あるいは、右にありま

すとおり、論文当たりの被引用回数も多いといった傾向が見られるというも

のでございます。 

  ８ページ目は研究者の予算執行状況ということでございますけれども、こ

れは、横軸に年齢を取りまして、全体で見たもの、男性だけを見たもの、女

性だけを見たものと、その年齢ごとの平均の予算執行額のグラフを見たもの

でございます。一見して女性の方が少ないといったようなのが見て取れると

思いますけれども、これは分野の違い等を反映している可能性もございます。

すなわち、女性におきましては人文社会系の方も結構多いんじゃないかとい

うことで、そういった分野の違いも反映されている可能性もあると。こうい

った点は引き続き精査が必要だと考えております。 

  それから、９ページです。これは１人当たり論文数を研究者の予算規模別

に見たものでございます。御覧のとおり、どういった論文のカウントをする

かによらず、あるいは、全論文、トップ１０％論文と、論文の種類を問わず、

予算執行額が増大するに伴いまして１人当たりの論文数は増加していると。

ただし、その伸びが予算規模の増大に伴いまして小さくなっていると、こう

いった傾向が見て取れるものです。 

  １０ページは１人当たりの被引用回数で見たものですが、これも同様の傾

向となってございます。 

  １１ページ、１２ページは機関単位で見た分析ということでございます。

国立大学につきまして、第１類型、第２類型、第３類型と、こういった類型

ごとに、その機関当たりの１人当たりの予算執行額と１人当たりの論文数の

関係を見たものでございます。傾向といたしましては、予算執行額の増大に

伴いまして１人当たりの論文数は増加すると、こういった傾向になっており

ます。１２ページも、これは１人当たりの被引用回数で見たものでございま

すけれども、同様に、予算執行額の増大に伴いまして１人当たりの被引用回

数が増大すると、こういった状況でございます。 

  今後の話といたしまして、１３ページになりますけれども、こういった分

析に加えまして、現状取り組んでいる取組といたしまして、研究分野全体を

俯瞰しながら、論文情報と予算執行額等の関係の分析を今鋭意進めていると

ころでございます。こういったツールによりまして、例えば分野別の国別の

論文シェアあるいは推移、論文以外にも、プレプリント等の増加率、それか

ら、特許からどれだけ日本の論文が引用されているか、こういった推移です

ね。それから予算執行額と、こういった指標を分析することができるように

なるというふうに考えてございまして、我が国の研究力把握への一定の貢献

ができるのではないかということで、御紹介をさせていただきました。 
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 私からは以上です。 

 

【樋本参事官】 ありがとうございます。 

  事務局からもう３分ほどお時間を頂きたく存じます。 

  資料５として、ここまでの資料１から４で御説明した点、取り分け資料２

の３１ページ目にあった点などを中心に、改めて本日特に中心として御議論

いただきたい点をまとめたものが資料５です。 

  柱三つから成っておりまして、一つ目は、今回深掘り分析のさせていただ

いたその手法と、基本計画に設定された指標と施策群のアウトプットとの、

その接続に関する点。 

  二つ目の柱は、行動に動機付けを促す指標という観点から、三つほど論点

を提示したところでございます。 

  最後に、効率的なデータの収集について、指標のための、例えばデータ収

集はそれ自体が目的化することなく、現場への負担も考慮して行われるべき

点、あるいは、どんなアプローチが考えられるか、既存の調査やフラグシッ

プ的な施策など、施策の実施に合わせて収集されるデータを活用することを

検討するべき点、さらには、先ほどのＡ－２といった形で三菱総合研究所か

ら説明ありました基本計画のフォローアップや統合戦略における実施状況、

現状分析などを各省庁が推進する施策群の進捗状況把握の機会として適切に

活用し、効率的な評価・分析のサイクルを構築することが必要といった点な

ど、これらも含めて整理をさせていただいたところです。 

  これらも、この後の御議論に活用していただければ幸いかと思います。よ

ろしくお願いいたします。上山先生、お願いいたします。 

 

【上山会長】これまでの説明を基に、これから意見をお伺いしたいと思います。 

  まず、一巡目は専門委員からＣＳＴＩ議員の順に、五十音順でお名前を申

し上げますので、１人２分程度で、今までずっとお聞きになった内容につい

て、御質問あるいはコメントなりを頂ければいいかなと思います。 

  それでは、早速で恐縮ですけれども、五十音順ということですので、最初

は大隅先生、ウェブ上におられますか。 

 

【大隅委員】 はい、大隅でございます。 

  膨大な資料を全部隅から隅までちょっと読み込めていないところもござい

ますが、このような場の機会ですので、少し幾つかお話しさせていただきた

いと思います。 

  まず、大学院生支援の辺りの、博士人材を日本でどのようにという辺りの
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ところですけれども、これまでそちらで集められた資料の中に、文科省を中

心として行われていた幾つかの施策の部分が余り取り込まれていないではな

いかということを、先日、お打合せのときに申し上げさせていただきました。

それは、なぜそこが大事だというふうに考えるかということですが、大学院

生の育てるのには最低でも５年掛かります。何かの施策は大体、例えば２０

世紀ＣＯＥ、それからグローバルＣＯＥと、その次、リーディングとか、幾

つか続いているわけですけれども、それぞれが大体７年から１０年ぐらいの

単位で動いてきたということがあります。 

  また、大学院生の数が減っていることがいろいろなところで今問題になっ

ておりますけれども、結局、その次に入ってくる大学院生の動向というのは、

先輩方といいますか、自分よりも上の人たちがどうだったかということを見

て、それで判断するということになると思いまして、どうしてもそこにラグ

というのが生じるということだと思います。 

  ですので、直近の大学院生の現状を把握するためには、今から１０年、１

５年前に一体どのような施策がなされて、例えば、日本でどれだけの規模の

大学院生が支援されてきたのかというところの分析を行わなければ、どのよ

うに今後の施策に関して良い形になるのかというのが分析できないのではな

いかというふうに思いました。これが１点目でございます。 

  それから、競争的資金のところですけれども、一番最後の資料になるかと

思いますが、例えば９ページ、１０ページ辺りのところの研究者単位の分析

で、どのぐらいの資金が投じられて、どれだけインパクトのある論文がどの

ぐらい出たのかという辺りのところの分析は、非常に興味深く拝見いたしま

した。選択と集中というやり方が、どの辺りで一番バランスが良いのかとい

うのを考えるのに、この辺りの指標が非常に役に立つのではないかなという

ふうに、これも感じた次第です。私自身がちょっとここを読み込むのに、ま

だ時間が少し必要かなというふうには思っております。 

女性研究者について２点ほど申し上げたいと思いますけれども、幾つかこ

ういうのを分析したらいいのではないかという辺りのところで、ライフステ

ージに応じた支援に関して、たくさんの項目が出されていたと思います。一

応当時、科技庁、最初の施策が２００６年頃から始まっていますけれども、

最初は科技庁で振興調整費、その後、ＪＳＴの方に移管された女性研究者の

支援策というのがあります。そこではかなり定点観察的にいろいろなデータ

を取っていますので、まず、そこから情報を得るということを行っていただ

いたらいいのではないかなと思います。 

  ただ、私自身、東北大学で２０年にわたって女性研究者支援を続けてきた、

その自分の経験から申しますと、ライフステージに応じた支援を行えればい



－21－ 

いのですが、女性研究者の数が増えていくと、更にその資金が必要になると

いうような形で、私自身は余りサステナブルなやり方ではないのではないか

と感じております。 

  何がでは大事かというと、結局、女性だけを支援しようとか、女性だけを

何とかしようという「Fix the women」というやり方では絶対サステナブル

ではなくて、これは本当に男性の方も併せて変わっていっていただかないと、

日本全体として変わらない。すなわち、無意識のバイアスとか、あるいは、

「Fix the women」ではなくて、「Fix the system」若しくは「Fix the 

institutes」という、そういう考え方が必要です。例えば米国のＮＳＦでは

アドバンスというプログラムにそれが反映されていると思いますけれども、

その辺りのところが必要かなと思いました。 

  最後、この研究者の予算執行状況が、例えば１人当たりの予算執行額が男

性と女性でまだこれだけ差があるというのは、恐らく女性の研究者が理工系

に少ないという辺りのところの反映かと思いますので、これはやはり分野別

に出していただかないと、もうちょっと何か言えるデータにならないのでは

ないかなというふうに思った次第です。 

  すみません、あいうえお順ですと私の話す時間が長くなってしまうかもし

れませんので、取りあえず一巡目、これで終わりにしたいと思います。以上

です。 

 

【上山会長】貴重な御意見、ありがとうございました。 

  時間がありませんので一々コメントバックはしませんが、今、事務局の方

でテークノートしていると思いますので、また反映させたいと思います。次

は川合委員。 

 

【川合委員】 すみません、ありがとうございます。 

３点。まずは若手の研究費について。三菱総研さんのお話の中で、科研費

と創発だけがフォーカスされていましたが、実際には、ＣＲＥＳＴの中のあ

る部分や、さきがけ研究辺りは非常に大きな支援の基盤になっていると思い

ます。それから、最近ではＮＥＤＯやＡＭＥＤの中にも若手を意識したプロ

グラムがあると思うので、もう少し広く網を掛けていただいた方が実態が見

えるかなと思いました。 

  ２番目は女性の研究者の話ですが、大隅委員からも御指摘があったように、

現状の研究者の数だけ見ていると見えないところがあって、パイプラインと

言っているのは、高校から上がっていくところ辺りをちゃんとフォローする

こと。それから、キャリアアップの過程で、上に行くに従ってフェードアウ
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トしているところがどこかを意識して、数値を見てきちっとフォローする方

が意味があるのかなと思います。 

  施策については、もうおっしゃるとおりで、男女共同参画なので、男性が

どれだけ育休取ったかを問題にするのは大事だと思っています。この育休問

題に関して、私の研究所でちょっと笑ったことがあるんですけれども、みん

な有給休暇を消化していないので、育休を申請すると有給から使ってくださ

いと言われていて、実際に育休取っていても育休の数に出ていないなんてい

うことがあるんですね。なので、それは目的を明確にして、有休でも育休と

して取っている数をきちっとデータ化するようにしていかないと真のデータ

にならないので、工夫が必要かなと思っています。 

  ３番目は研究力について、数値化するのが難しい話なんですが、一つ提案

がありまして、大きな国際会議でプレナリーやインバイテッド・レクチャー

を頼まれる研究者は、みんなが聞きたいと思う人たちなので、この数は、い

い研究が進んでいるかどうかの現実的な指標になると思います。これは集め

ていただく意味があるかなと思っています。サイテーション数を皆さん意識

されていますが、サイテーション数って、今でいうところのＳＮＳの「いい

ね」的なところがあって、先日、ＮＩＳＴＥＰのいろんな定点観測のヘッド

やっている鈴鹿大の。 

 

【赤池参事官】 豊田先生。 

 

【川合委員】 豊田先生が、御自身でいろいろ分析された結果を拝見する機会

がありました．例えば中国とかアメリカのように大きな研究者人口を有する

ところは、独自の「いいね」ファミリーがあるんですね。つまり、身近な知

っている人たちをサイトする傾向があるので、日本人が今みたいに鎖国状態

で外に顔も出さないでいると「いいね」はどんどん減ってくるはずです、い

い研究しても。だけど、プレナリーとかインバイテッド・レクチャーに呼び

たいというときは本当に多くの研究者が聞きたい人を提案しているはずなの

で、これは一つの指標として考えていただくといいかなと。 

  もう一点、ファーストオーサーを随分重視していますけれども、大学院の

学位を取る人たちにファーストオーサーたくさん与えるのは当然で、本来論

文の責任著者を指標として分布を検討する方が理にかなっていると思います。 

  最初の方に当たったので、全体まで見られてございませんけれども、以上

です。 

 

【上山会長】 どうもありがとうございました。長谷山委員１８時までという
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ことなので長谷山先生どうぞ。 

 

【長谷山委員】 先ほど、川合委員がおっしゃったように、ＪＳＴさきがけや

ＣＲＥＳＴ、ＡＭＥＤ等の事業なども含めて、注目の度合いは、施策におい

てフラグシップ事業であることに深くかかわり、創発的研究支援事業は、昨

年約２５０名を採択し、今年も同程度採択となっていますが、応募数からも

注目の度合いを理解できます。 

  また、次世代研究者挑戦的研究プログラムは、６，０００人の博士課程の

生活費支援というだけでなく、研究の多様性とイノベーション創出を掲げて

いて、今回の第６期科学技術基本計画も色濃く受けて、注目されていると思

います。１０兆円ファンドの「創発的研究支援事業」で支援される６，００

０人を、いかに多様な若手人材の育成につなげていくのかを、実施の数値も

上がってまいりますので、しっかりとウォッチしていただきたいと思います。

そうすることによって多様な高度人材が生み出され、イノベーションにつな

がるものであったと示すことができると思います。 

  先ほどのさきがけ、ＣＲＥＳＴ、ＡＭＥＤ等の事業につきましても同様に、

ｅ-ＣＳＴＩで随分とデータを俯瞰できるようになっています。専門調査会

で課されている評価が、施策のメタ評価ですので、効果的なデータの取得で

全体像が理解され、変化が観察できるような形となっているとよろしいので

はないかと思います。 以上です。 

 

 

【上山会長】 どうもありがとうございました。それでは、川原先生、どうぞ

よろしくお願いします。 

 

【川原議員】 私から感じたことは３点ありまして、１点目は、やはり深掘り

の結果を拝見して感じたこととしては、タイムラグと本当の原因の切り分け、

これが非常に難しいなと思いました。難しいだけではなくて、重要なので、

あれはやらなければならないなというふうに感じました。特に博士課程の学

生の人数等に関しては、現在、コロナウイルスで、そもそも出願者が大分、

外国からの出願者が大幅に減っているような状況です。出願者が減れば合格

人数も減りますし、入学したところで、今、入国が許されていない状況です

ので、やっぱり入学を取りやめたという人もどんどん増えて、今後、博士課

程の学生が増えるという要素が、この二、三年に関してはなかったのではな

いかなというふうに思います。これの影響が出るのが恐らくまた二、三年後

ということになって、さらに、学生・若い研究者が減るということで、論文
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数も引用もどんどん減っていくんじゃないのかなと思います。時を同じくし

ていろいろ博士を盛り上げるような施策が増えているので、単に相関を取っ

てしまうと、お金を増やしているのに論文が減ったというような結果が出か

ねないなと思いますので、やっぱりそこは、十分に深掘りをするのに社会の

背景まで含めて分析をして、必ずそういった分析も付けて結果を公表する必

要はあるんじゃないのかなと感じました。 

  ２点目は、ＥＢＰＭのところか、これはかなり面白い結果が出ているなと

いうふうに感じました。特に今後、どのような属性の人にどのような資金を

投じるとどのぐらい効果が出るのかというのは、もう少し政策の意図をもっ

てめり張りを付けられるのかなと感じます。これに関しても、とはいえ、注

意を要する点があるのは、その属性というのはやっぱりダイナミックなもの

であるということかなと思います。例えば、若手を重点的に予算を配賦する

ということになったときに、若手という属性は年ごとに変わっていくもので

すので、大量に若手をリクルートしても、その後の手当てを十分にしないと、

やっぱり困っていくわけです。生態系にある種の手を入れるということにな

るので、そのバランスを崩したときに環境自体が破壊されないように、ちゃ

んとロングスパンで、５年、１０年のことも、あるいはそれ以上のことも考

えて政策を決める必要が明らかになったのではないのかなという気がします。 

  最後ですけれども、論文数でない指標を入れるというアイデアがありまし

た。これは私も非常にいい考えかなとは思います。一つあるとすると、今の

政策で科学技術予算をイノベーションにひも付けてということで進んでおり

ますので、例えばＩｍＰＡＣＴとかであっても、企業と共同開発をして、そ

れが製品になったかというのが多分一つの指標になっているんじゃないのか

なと思います。そういう大型の予算ではなくても、大学と企業の共同研究の

件数も金額もここ数年増えているなという印象がありますので、そういう共

同研究の件数とか金額、それからライセンス提供した数、あるいは、その手

前の段階で社会実装のＰｏＣの数とか、そういったものも十分な指標になる

んじゃないのかなと感じました。私からは以上です。 

 

【上山会長】 大変興味深い御指摘ありがとうございます。それでは、菅先生

ですね。 

 

【菅委員】 ありがとうございます。菅です。よろしくお願いします。 

  資料２で頂いて、一番最後のページ、「ご議論いただきたい点」というと

ころは、非常に私にとってはいろんな示唆があると感じた次第です。 

  例えば「制度改正である「切れ目のない支援」や「競争的研究費制度の一
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体的改革」の進捗」、これを把握する方法を検討すべきではないかと。要は、

本当にこの切れ目のない支援や一体的な改革ができているかというところ、

そのものが少し疑問にある点であるので、その部分を明らかにするためにも、

やっぱり進捗の把握という方法を検討するのは重要だと思います。 

  それから、その次もまた同じような話ですけれども、多様で卓越した研究

と厚みある研究、基礎研究と学術研究をつなげるために、基礎的経費・競争

的資金の両方を含めたファンディングシステム、全体的な、一体的な再構築

が必要。これも、実際そうなっているかというと、そうなっているように私

には余り思えないので、そこを少し検討していただく必要がある。つまり、

今、例えばＪＳＰＳ、ＪＳＴ、ＡＭＥＤ、ＮＥＤＯというふうにありますけ

れども、どれも何か同じような感じのファンディングシステムになっていて、

例えばＪＳＰＳの審査をしても、非常に技術的に、こういうのを開発するん

だという、ある意味ＮＥＤＯ的な視点で研究費を書いてくる場合も多々ある

ので、そういうことも含めて、しっかりと区別をすべきかなというところも

あるので、こういうところをしっかり検証する必要があるなと思います。 

  それから、研究時間の減少ですけれども、これは、ここに書いてあります

ように、ＵＲＡで研究支援の事業が動いていますけれども、やはり研究時間

が少ないという不満がある程度研究者の中にあると。それが一体どういうも

のかというのは、すごくはっきりさせておいた方がいいかなと思います。と

いうのは、全員が全員、大学のいわゆる執行の方に携わっているわけではな

くて、一部の人がそうやっているわけですけれども、それでも、ほかの先生

も時間的な制限は非常に高いというふうに考えているというのが一体どこに

あるのか。私なんかですと、一つ言うと、毎年毎年研究費の報告書、申請書、

フォーマットが若干変わってきて、毎回それに合わせて何か細々としたこと

をしなくちゃいけないと。これ自体が非常に時間を取られる部分がありまし

て、例えば、論文発表とかそういったものは今既にリサーチマップなりある

ので、もう全くそれは必要ないと、ただ単に研究報告書と研究計画書を書け

ばいいというような形にしていただくだけでも随分違うんじゃないかなと思

う次第です。以上になります。ありがとうございました。 

 

【上山会長】 菅先生、ありがとうございました。それでは、染谷先生ですね。 

 

【染谷議員】 染谷でございます。 

  もう既にたくさんの意見が出て、重複するところもあるのですが、私がそ

れが重要と思うところを少しまた述べさせていただきたいと思います。 

  まず一つには、イノベーションの創出に向けて、もう既に統計でも出てお
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りましたように、若手のエンパワーメントあるいは若手の活躍というのが非

常に重要だというふうに思っております。なので、分野によってその評価手

法というのは大きく変わりますので、その辺り、分野による特性を見ながら、

若手がどのくらい活躍しているかということを丁寧に評価できることが望ま

しいというふうに思っております。具体的には、先ほど、川合先生がおっし

ゃったように、今回、主著者で見ていますけれども、コレスポンディングオ

ーサーを見るということもありますし、それから、変化が激しい分野では、

いわゆる普通のジャーナルよりも国際会議における発表の方がより重視され

ていたり、さらに、その中で招待講演を行うというのは大変にステータスが

高いと。こういうのを、分野によって活躍しているのは何がいいかというの

が異なりますので、これで若手の活躍の度合いを精度良く見ていくというこ

とが大変重要ではないかというふうに思っているというのが１番目ですね。 

  ２点目は、これも既に出てきている話ですが、タイムラグなくリアルタイ

ムで見ていくということは、やはり評価をして、しかも、これの精度を上げ

ていく上でも大変に重要というふうに思っておりまして、ところが、リアル

タイムで動向がモニターできるものというのは限られているかもしれない。

そういうときに、やはり因果関係が浅いかもしれないんだけれども、こうい

う機会に試行的にリアルタイムでタイムラグなく見えていくような指標を行

って、こういうものがうまくいくのかどうかというのは、やはり実験的にや

ってみることに価値があるのではないかというふうに思っているというのが

２点目ですね。 

  ３点目は、今回この深掘りをしていくに当たって、やはり私とすると仮説

が重要で、その原因があるところを、こういう仮説で、こういう国が施策を

行って、それがそのとおり機能しているのかという順番で見たときに、その

仮説が必ずしも明確にこの中に書かれていないと。例えば、イノベーション

を起こすために博士の人材が大事だけれども、もう次の段階では経済的な心

配をしないという話が出てきて、これは、経済的な支援は必ず重要ではある

のですけれども、多くの学生さんが博士課程に行かない理由は、経済的な心

配しないということだけではなくて、むしろその後、生涯賃金が高いとか、

あるいは、その活躍の場が全然修士で行ったときと違うとか、社会がそうい

うものを受容しているのかというようなことが大事ではないかと思うわけで

すが、こういうものはなかなか統計の中で指標は見にくいけれども、やはり

仮説を立てて、その因果関係が明確なものを検証していかないと、間接的な

ものしか検証できないのではないかということで。 

 以上３点、私の方から申し上げさせていただきました。 
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【上山会長】 どうもありがとうございました。 

  続きまして田中委員ですね。よろしくお願いいたします。 

 

【田中委員】 ありがとうございます。田中でございます。 

  私は企業の経験から少しコメントをさせていただきます。まず一つ目とし

て、院生の数が注目されておりますけれども、量と質の観点で、質への注目

が必要ではないのかということが気になっているところでございます。 

  それから、二つ目は多様性の面です。これに関しましても、若手、それか

ら女性というキーワードが出てまいりますけれども、社会経験による多様性

ということが重要ではないかと感じております。 

  三つ目として、学生への支援に関しては、博士課程にいらっしゃる学生に

対する経済的支援なのか、それとも研究への支援なのかが、やはり気になる

点でございます。 

  ３点申し上げましたけれども、一つ目の質という観点から考えますと、ま

ずは後期博士課程に進学する学生さんが、どういった希望や展望を持って進

学されるのか。これが基礎研究なのか、それとも社会実装、社会に貢献した

いという観点なのかをしっかり見極めて、それぞれに合った形での育成があ

るべきではないかというように感じました。キャリア支援というようにおっ

しゃっておりますが、基礎研究をじっくりやりたい学生さんと、その一方で

社会実装、社会に貢献したい、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０にすぐにでも貢献した

いというアイデアを持っている学生さんとでは、やはり大学におけるプラン

も別である必要があるのではないかと感じます。 

  二つ目で、先ほど社会経験と申し上げましたけれども、海外においては、

学校教育の延長線上に大学院や博士課程があるわけではなく、大学を出てか

ら、また高校を出てから、一回社会に出て、それからまた勉強に戻るという

形、又は、物理を専攻した方がその後、医学に行くとか、医学に行ってから

またＭＢＡを取るとか、いろいろな面で学際的な学びが広がっているという

傾向によって、社会経験の豊富さ、それから知識の豊富さにつながります。

日本でもそういった方々に対する支援の実態も把握していくことが必要では

ないかというように感じました。 

 私からは以上でございます。 

 

【上山会長】 どうもありがとうございました。 

  それでは、続きまして野田委員、よろしくお願いします。 

 

【野田委員】 ありがとうございます。 
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  大変詳細な分析や御説明を頂きました。伺えば伺うほど、なかなか理解が

ついていかないというところがあり、骨太に、この評価を行うことで日本の

将来はどうなるのか、ということが、明確に見えてこないと感じています。

前回も感じたのですが、日本が失われた３０年間をどうやって取り戻してい

くのか、そのためのイノベーションや研究力はどうあるべきか、ということ

が重要だと思うのですが、この評価の結果として、それが本当に見えてくる

んだろうかというのが一番の疑問です。 

  具体的に少し申し上げます。まず１点目は、先ほど、染谷委員もおっしゃ

ったように、目標と施策との関係がよく分からないという点です。この施策

群というのが目指すべき目標、すなわち研究力を取り戻すという目標にどこ

までアラインしているのか、本当に効果的だったのか。もし効果的でなけれ

ば何を改善するのかという、その出口というかアクションに関係性が明確に

なっていないと、一生懸命ばらばらに目標は達成できたのか、施策は実行さ

れたのか、という評価を行っても、余り意味がないのではないかと感じまし

た。目標と施策の仮説が本当に適切なのか、あるいは、個々の施策は効果が

あっても、細切れにいろんな省庁が実施しており、総体としては余り効果が

出ていないなど、ただやっているからいいというものではないと思うのです。

ですから、もう少しきちんとロジックを詰めて評価できないかなというのが

１点目です。 

  次に、先ほど、研究力の国際比較の御説明があり、非常に面白いと思いま

した。ＥＵの評価軸に、社会の中でイノベーションがインテークされている

か、という点がありました。例えばジョブ・クリエーションにつながってい

るか、成長に貢献しているかなど、非常に社会との接点が強い評価軸になっ

ています。冒頭申し上げたように、日本の次の時代に向けて、カーボンニュ

ートラルとかデジタルとか、大きく経済社会が変わっていく中で、国際社会

で日本が輝けるような研究成果を生み出すためには、こうした評価軸が必要

と思います。中国でも、先ほど御説明があったとおり、新しい分野、新しい

領域というものにフォーカスを置いて評価をしていると思います。未来の社

会に向けて必要となる評価軸、指標が何なのかを考える必要があると思いま

す。ダイバーシティの確保や環境整備、研究時間の確保、といったミクロの

政策も重要だと思うのですが、もう少し未来に向けて意味のある成果につな

がる手法にできないかなという印象です。 
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  さらに、経済界の観点で言いますと、もちろん経済界がドクターを採用す

るということもあると思いますけれども、私はドクター人材が、スタートア

ップの道に進む、というルートも重要と考えています。単純に大学に残って

研究を極める、あるいは大企業に入るという、二つの選択肢ではなくて、自

分の研究分野を徹底的に極めて、正に次世代・未来の社会に必要な研究をベ

ースに自らが起業する、仲間と起業する、そして一獲千金が狙えるみたいな、

そういう夢を持てるスタートアップの道も、一つの出口としては重要と思い

ます。したがって、スタートアップにどれだけつながったかというような視

点も含めてトレースをするというのは、意味があるのではないかと思いまし

た。以上です。 

 

【上山会長】 どうもありがとうございます。次は、林委員。 

 

【林委員】 はい、林です。５点申し上げます。 

  まず、分析のＡ－１からＡ－３で、これでいいかという話ですが、基本的

に各府省が、それぞれ挙がってきている、ＣＳＴＩが立てているマクロレベ

ルの指標に対してどれくらい貢献してるかを、府省からちゃんとデータが入

ってくるようなシステムを作るべきだと思っています。例えば資料２の１３

ページ、若手研究者、あるわけですけれども、それよりももしかしたら１２

ページの博士は非常に分かりやすくて、経済的支援を必要とする博士が何人

いて、それに対して各府省の各事務事業、文科省が多いと思いますけれども、

事務事業が何人分貢献しているというのが出てきているわけですけれども、

それと同じような話でいえば、例えば１３ページで、若手のポストみたいな

ことを考えたときに、例えば補助金を付けてポストを確保してあげるという

やり方も、昔というか数年前だと卓越研究員ですとか、あと、ＪＳＴとかい

ろいろとやっているわけですが、ある種少数にしかポストを作れないような、

そういう事業もあれば、一方で、ここで外部資金の活用とか書いてあります

けれども、大学によっては、もう間接経費を使って安定ポストを作っている

ところもあれば、あるいは、私、よく言う話ですけれども、外部資金の中で

研究者の直接人件費をもっと見られるようにすれば若手も自分の人件費取れ

ますし、シニアの人がそういうところから人件費を取ってくれば浮いた分を

若手に使えるとか、そういう、ある種制度によって確保されるポストってな

かなか見えにくいですが、そういうものを全部、一体何によって、例えば１

年間、新規に雇用された、安定した若手研究者のポストは一体、それは分解
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するとどの事業、あるいはどういう制度をうまく活用することによってでき

たのかって、そういうことを見ていかないと、なかなか政策の意思決定に続

かないと思います。特にこの１３ページの図とか、ほかもそうですけれども、

何かＣＳＴＩの方のマクロ指標があって、それに「統合イノベ」って書いて

ある方で、各府省の施策とか事務事業はくっついているんですけれども、こ

の図は、要は基本計画に関係があるから正当性があるだろうという、その説

明はできているわけですけれども、じゃ、これで必要十分な事務事業がそろ

っているのかとか、あるいは、ここに書いてあるものがどれほど、ＣＳＴＩ

が考えているマクロレベルの指標に対してどれほど貢献しているのかって、

この図だと全然そういう議論ができないんですね。やっぱりそれぞれのもの

について、ＣＳＴＩはマクロレベルの指標を見るだけで、各府省の事務事業

を評価するということはしないと思いますし、するべきではないと思います

けれども、各府省で行っている評価の中から、ＣＳＴＩが必要とするような

情報がちゃんと入ってくるような仕組みというものを作っていくべきだと思

います。これが１点目でございます。 

  それから、２点目ですが、これは指標というよりは、ちょっと１２ページ

の博士の話とかを聞いて懸念したところは、我々、昔、大学院重点化とかポ

スドク１万人計画というのをやったために、ある年代の博士や若手研究者は

増えちゃって、それで、それを吸収できるポストがないという、そういうこ

とを経験したわけですけれども、今回もまた、こうやって博士の支援をして、

博士の学生数が増えるわけですけれども、それをちゃんと吸収できるような

見通しが我々にあるのかということも、やっぱり基本計画としては考えてい

かなければいけないと思いますので、この６期以降、立っているものだけじ

ゃなくて、そういう少し長期的なというか、そういう視点も持って見ていく

べきだと思います。それが２点目です。 

  それから、今のと同じような話で、１８ページ、１９ページのところを見

ていると、少し整理が必要だと思っています。これ、厚みのある基礎研究、

学術研究の推進ですけれども、１８ページのところに、例えば科研費の予算

額の推移みたいなの入っています。ただ、実はＮＩＳＴＥＰで定点の議論を

したときも同じような話があって、科研費というのは一つの事業でしかなく

て、日本の研究の多様性とか厚みを増やすためには別に科研費じゃなくたっ

ていいはずなので、特定の事業の推移をこうやって指標で見るというのは、

このレベルの指標としては十分じゃないはずです。それから、１９ページも

同じで、大型設備・設備等のというところでＳＰｒｉｎｇ－８とか書いてあ

るわけですけれども、やっぱりこれもさっきの話と一緒で、特定の事業は関

連するからといって付いているのですが、本来見るべきなのは、各分野にお
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いて大型施設・設備を必要としている研究者がどのくらいいて、それがどの

くらい充足できているか、そして、その充足できているのは、ＳＰｒｉｎｇ

－８みたいなこういう事業なのか、下に書いてあるような共同利用拠点なの

か、あるいは、ナノテクプラットフォームなのか、一体どの事業がちゃんと

マクロレベルで利いているのかというの、それを見るべきだと思います。そ

れが３点目です。 

  ４点目、個別のシートではないですけれども、高谷さんの説明で、様々な

指標について、分野別だとかドリルダウンして見ていくべきだというお話が

ありました。全くそのとおりだと思っています。こういうやり方すると、い

わゆるマネジメント・バイ・オブジェクティブなので、全ての指標が高くな

ければいけないということを求めるわけですが、それは、我々はアメリカの

昔の経験から知っているのは、そういうことをするとどんどんどんどん予算

が必要になって、全てを達成しようとするからどんどんどんどん予算が必要

になって潰れてしまうわけですけれども、そうならないためには、やはり、

例えば研究大学とか次の第２グループについてはこのレベルだとか、幾つか

グルーピングした上で指標を見て、そこが達成されているかという、ある種

の内部最適化というか、全部が全部そうじゃなくてもいいので、内部最適化

ができているかという、そういう視点は持たなきゃいけないと思っています。

これが４点目です。 

  ５点目、資料、その研究力のところ、これはちょっと質問になるかもしれ

ませんけれども、中国のイノベーション指標とか挙げていらっしゃる割には、

今回は恐らく研究力に絞っているからだと思いますけれども、イノベーショ

ンのところがかなり手薄な指標しか載っていなくて、さっきの中国イノベー

ション指標にあるような指標が全くないわけですけれども、ただ、必ずしも

イノベーションを測定する指標じゃなくても、例えば企業における研究力み

たいな話は重要になると思いまして、特にＩＴ分野だと、当然プロシーディ

ングスってＩＴ・情報系が重要ですので、企業からのプロシーディングスっ

て話もあると思いますし、私は詳しくないので分かりませんけれども、例え

ばギットハブだとかそういうところで、ある種オープンな場で様々な行動を、

もうインド人だとかなんとか、いろんな人が共有している、そういう場にお

いて日本のＩＴ分野の能力というのがどのくらいあるのかって、そういうの

も測れるかもしれません。それはイノベーションというよりは一歩手前の科

学技術力だと思いますので、そういうところの指標というのももうちょっと

増やした方がいいのかなというのが、この資料３、１８ページですけれども、

そこを見たときの印象でございます。 

 以上になります。 
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【上山会長】 ありがとうございました。それでは、渡邉委員どうぞ。 

 

【渡邉委員】 私の方から２点だけです。 

  １点目がダイバーシティですけれども、この資料３を見ますと、院生とか

優秀な若手の研究者という言葉は何度も出てくるのですが、これというのも

意図的に、例えば留学生を排除しているわけではないと思いますが、どうし

ても鎖国状態の日本の中で、日本の優秀な学生だけを取り入れるみたいな感

じのシナリオに見えてくるんですね。なので、この辺のところで、どういう

ふうにこの留学生、優秀な留学生も含めてですね、というものを確保するの

か。やはりアメリカの大学とかに所属している私のような身分だと、物すご

くアドミッションズプロセスの中で受け入れるが、もちろん優秀な学生は必

要ですけれども、一国とか留学生も偏らないような、三つとか、バランスを

物すごく考えるんですね。そういったところを政策的にどういうふうに行っ

ていけるのかというふうなところが僕は大事だと思っていて、あと、ダイバ

ーシティの分析のところでも、資料３の中では、どうしても女性だけが何か

ダイバーシティの代名詞になっているようなところがあって、そうじゃない

でしょうと僕は思うんですね。やっぱりそうやって、留学生だったり、ナシ

ョナリティとかエスニシティとかレイスとかジェンダー、あとは、先ほど、

田中委員のおっしゃったような経験のダイバーシティみたいなものですよね。

そういったものも含めた指標みたいなものが必要なんじゃないかなと思いま

した。以上、１点目がそのダイバーシティ。 

  ２点目が、やはりタイムラグの問題だと思うんですね。これ、前回のこの

調査会でも発言しましたが、やはりタイムラグがあると、指標を使った分析、

それから政策分析、それから総合分析ってやったときに、それもじゃＰＤＣ

Ａのときに、サイクルで戻したときに、どこに焦点を絞って。ある意味これ

って他国も動いているわけですから、ムービングターゲットを撃っているわ

けなんですよね。どこにこの焦点をあてるのかということを、もう少し明確

に説明していただけるといいなというふうに思いました。以上です。 

 

【上山会長】 ありがとうございます。角南さん、聞こえますか。 

 

【林委員】 角南委員ですが、音声不調にてチャットで書いていらっしゃいま

すので、チャットを見るとよいのではないかと。 

 

【樋本参事官】 メールを頂いております。私が代読させていただきます。 
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  大隅先生からコメントございましたように、女性の科学者を増やすことは

最重要課題として取り組む必要があるというふうに思います。その際に、男

性の意識改革が世界的に注目されているところです。そこについては、アイ

スランドが開発したレイキャビック・インデックスが参考になるのではない

かと思います。 

  また、海外の指標の事例がありましたが、これらの指標が実際にどう使わ

れているかについては、深掘りする過程で比較調査の対象にしてもいいので

はないでしょうか。 

  ということを頂いてございます。ありがとうございます。 

 

【上山会長】 それでは、ＣＳＴＩの議員の方からのコメントを頂きます。 

梶田先生からどうぞ。 

 

【梶田議員】 はい、ありがとうございます。私の方からは３点です。 

 資料２の最後のページに「ご議論いただきたい点」というのがありまして、

それの半分から下側に、博士課程進学者数が減っているが、財政支援に加え

てキャリアパス支援の強化が重要である、分野別にキャリアパスの状況と要

因は異なる…と書いてありますが、正にこのような支援、これは絶対に必要

な話です。というのは、当然ですが、博士課程学生全員が大学等の研究者と

なるわけではないので、そのような博士課程を修了した人の多様なキャリア

パスが見えるような形にしていくようなプログラムは極めて重要だと思いま

す。 

  同じくこのページに、ＵＲＡ等の支援施策は実施されてきたものの、研究

時間は減少して…と書いてあります。これについて、読ませていただいたと

きに感じたことは、私は、ＵＲＡというのは、それはすごく重要なものだと

思うんですけれども、ＵＲＡ１人が教員何人を見ているのかというような点

をしっかりと把握する必要があるのだと思います。やはりＵＲＡの人が持て

る時間というのは限られていますので、ＵＲＡを１人置いたからといってう

まくいくというものではないので、どれだけの量を配置できているかという

ような、そういうところまで、もう少し深掘りして調べていく必要があるの

ではないかと感じました。今日の御議論にもいろいろありましたけれども、

いろんなほかの評価等についても、どれだけの量的なものがあったのかとい

うことを、きちんと常に見ていく必要があるというふうに感じた次第です。 

  それから最後、これは本当にそうだなと思ったので私も賛同するのですが、

研究者の評価という意味で、国際会議のプレナリートークなどは非常に重要

な指標だと強く思いました。以上です。 
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【上山会長】 ありがとうございます。では、梶原委員。 

 

【梶原議員】 ありがとうございます。 

  初めての分析の具体的な結果が出てきました。この話をするときにとにか

くやってみないと、今までやってこなかったアプローチなのでということで、

具体的に動き出し、評価といいますか、分析いただきまして、大変ありがと

うございます。 

  皆さんもおっしゃっているように、タイムラグの話はどうしても出てくる

ので、どういう形で進んでいくのかということを、やはり、地道に継続しな

ければ見えてこないものもありますので、そういったことは同じような観点

で進む必要があるんですけれども、ただ、その中で、どういう仮説を持って

見ているからというというところの仮説の話がベースにあると思います。 

  それで、意識調査の話とかされていて、なかなか数字というか、定性的な

形で上がった、良くなったという認識がないというようなお話だったんです

けれども、実際には、もしかすると少し定量的にというか、数字で見ると上

がっている傾向があるのかもしれませんし、あるいは、属性ごとというんで

すかね、分野ですとか、あるいは男性・女性ですとか、何らかの形でマクロ

で見るのでなくて、少しブレークダウンしたところで見えてくると違う進展

が見えるものもあるのかもしれないので、そういう切り口で見ていただくと

いうのもあるのかなと思ったりもします。 

  それで、事務手続がなかなか簡素化していないという感覚のところも、実

は私がこのＣＳＴＩの議論に入ったときに、割と最初の頃、そういう意味で

は３年ほど前にこの事務手続の話の問題を、話題となって、そのときに、す

ぐできることなので即刻解消しますというような話でお話を伺ったような気

がするんですけれども、でも、実際に現場でそういったことが動いて実感し

ているというのがまだまだないということだと、やはり３年たってもその辺

の感覚が変わらないというのは非常に残念でもあるし、正にそういうところ

を早く、クイックにこの辺のところを、何をすぐやるのかというところは対

応していっていただけるといいかなと思いました。 

  それで、資料５のところに、行動に動機づけを促す指標が観点的に必要で

はないかという話がありました。正に、その指標を見て、改善傾向が見られ

る、行動に動機づけが促せる役割というの、本当に必要だと思います。 

  じゃ、どういう指標がそうなのかというときに、結局、その指標が何で必

要かですとか、自分たちが追求したい、本当に追求したい指標なんだという、

変わる人たちの腹落ちがないと変わるわけがないので、そういった観点の指
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標が本当に設定されていますかということなんだと思います。 

 そうすると、実際に動いたことによって変わったことに対しては、もうこ

れ、徹底的に褒めましょうよって感じます。動いたんで良くなったんだとい

うことを実感しながら、皆さんはいい方向に回っているってことやらない限

り、何となく駄目、駄目、駄目の論調で、幾ら何をやってもやっぱり変わん

ないんですよという基調になってしまうので、もう褒めるような、褒める文

化、日本の中じゃなかなかない、失敗をすぐ責めてしまうようなところがあ

りますけれども、私はそういうことをちょっと申し上げたいと思いました。 

  ありがとうございます。 

 

【上山会長】 ありがとうございます。佐藤議員、どうぞ。 

 

【佐藤議員】 時間も限られていますので、３点だけ、簡単に申し上げたいと

思います。 

  一つは、博士課程の学生、この数を増やすということについて、産業界の

出口のところの窓口をどうするかという議論があったと思います。私の会社

にファイナンシャルテクノロジーという、いわゆる金融工学系の子会社があ

りますが、そこには博士課程の学生がたくさん応募してきます。彼女ら・彼

らと話していると、非常に大きなインセンティブは社会に貢献したい、社会

に役立ちたいということだと分かります。したがって、単なる就職先の窓口

を広げるというような意識ではなくて、学生時代から正に産学共同のプロジ

ェクトに彼らを巻き込んでいく形で、そこに一つのエコシステムを作ってい

くことが大事だと感じます。その出口が就職だったり起業だったりするわけ

ですけれども、意外と社会貢献とか社会に役立ちたいというのが大きなイン

センティブになるのでないかという点が１点です。 

  それから、２点目、３点目は皆さん方の議論の中に出てこなかった点を選

んで申し上げたいと思います。２点目は、資料２の最後の３１ページにある

“議論いただきたい点”の中に出てくる、「大学レベルでの取組が大きく影

響する」というコメント、それから、資料５の中にも、「組織のマネジメン

トによるところが大きい場合」というような記述が出てきますが、大学側の

自助努力がどういうものであるかということが、これからは非常に大事では

ないかという点です。多様で創発的な研究の推進、促進の実現には、国家と

しての施策が必要ですけれども、その前提として、大学側の自助努力がどの

ようなレベルで、どのような形で行われているのかということを、もう一度

検証してみる必要があるのではないかと思っています。１０兆円ファンドも、

大学改革、大学のガバナンス改革というものを求めているわけですが、大学
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側の自助努力を評価していくというシステムがしっかり構築されていくこと

が大事ではないかと思います。それが２点目です。 

  ３点目は、これは評価の指標のところで問題になってきますが、先ほどの

資料３の「科学研究指標」に出てくる文言ですが、分野ごとに指標を作って

いくという考え方は賛成ですが、ＣＳＴＩで議論している総合知の問題、第

６期の計画の中では重要なポイントになっているわけですので、それでは総

合知をどう評価するのかということも、同時並行的に議論しなければいけな

いと思います。総合知というものを一つのジャンル、分野としてくくり出し

て、その分野として評価する指標を作っていくのか、それとも、いろいろな

分野の正に総合的な形としての指標を作っていくのか、一度議論しておくべ

き必要があるのではないかと感じています。それは、総合知というものが今

後非常に重要なポジションを占めてくるからです。 

 私からは以上３点です。ありがとうございました。 

 

【上山会長】 ありがとうございました。篠原議員。 

 

【篠原議員】 時間がないので、簡単に２点だけ申し上げます。 

  一つは、この資料の２の深掘りについて、これからのお願いなのですが、

先ほど御紹介があったとおり、幾つかの区分けができると思っています。要

するに、短期的に結果が分かるもの、例えば博士課程の経済的な支援等は、

リアルに結果が分かってきます。そのようなものと、例えば産業界に向けて

キャリアパスを拡大していくというのは、おそらく段階的になると思います。

まずはインターンシップの参加数がどのぐらいか、その満足度がどのぐらい

か、そうして実際に産業界に入っていった人数がどのぐらいか、更には、そ

の先、会社に入って本当に満足しているのかどうか。これを、企業側、学生

側含めて段階的に見ていかなければいけないので、先ほど、林委員からもあ

ったとおり、ドクターを作り過ぎて行き先がなくなるようなことになると、

本当に困るので、そのような観点では、これは時間が掛かるのですが、タイ

ムリーにしっかり評価をしていくことが必要ですので、そのように短期的に

見えるものと長期的に見なければいけないもの、それをどのような段階で見

ていけばいいのかという視野が大事というのが１点です。もう一つは、先ほ

ど御紹介がありましたが、国が政策的な意図を持って施策として行うものと、

大学とか組織の行動変容が必要なものについては、それらをしっかり分けて、

行動変容が必要なものについてはどのようにその行動変容を起こさせるかと

いうことが大事になってくると思います。 

  創発的研究支援事業の応募を見ていても、個人の力というのは大事なので
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すが、まだ大学とか部局とか組織の制約条件みたいなものが垣間見えたりす

るため、その辺は、政策を考えるだけではなく、大学に向かって何を働きか

けていけばいいのかということを際立たせるためにも、そこを分けて考えて

いただければと思います。 

  最後に、この資料の４ですが、これは本日お答えいただかなくて結構です

が、単純に私の疑問ですが、１人当たりの論文数は、この資料の中では、お

金をたくさん持っている人は論文をたくさん出していると書かれております

が、本当にそうなのか。優秀な論文をたくさん出しているからお金が行って

いるのか。これは、やはりきちんと考えないと、お金をたくさんあげた人は

論文をたくさん出していると言うと、お金をもっともっとつぎ込めばいいと

いうような単純な話になってしまうのですが、おそらくそうではないはずで

す。研究環境とか含めて、いろいろな要因があるはずですので、ここの、資

料４の書き方は短絡的過ぎると思います。 

 以上です。 

 

【上山会長】 ありがとうございます。 

  本当にたくさんの御意見頂き、一つ一つにお答えはしませんけれど一つだ

け、野田委員とか田中委員が新たに来られ、特に野田委員の御意見で、余り

にも指標が細か過ぎて、大きなところとの繋がりが分からない指摘は、本当

にそのとおりだと思いますが、この問題をやっていると、どんどん深掘りし

てしまう傾向があり、また、この研究力は余りにもたくさん複雑に入込んで

いるので、区分けしないと、もう見えない感じに正直なっている。大きな流

れとしては、日本をどうしていくのかが大前提としてあるのですが、この研

究力に関しては、かなり複雑で指標がどうしても細かくなってしまう。 

  それから、恐らくこの専門調査会で、やがて出るのでしょうが、大学ファ

ンドみたいな大きなものを動かすと、当然、評価対象になって、本当にこれ

が大学の現場を変えて行くのかという疑問も当然出てくると思います。文字

どおり御指摘に直結するような話になっていて、若い人たちがそこで国を創

っていく形になるかが、大きな指標として当然出てくることは申し上げてお

きたいと思います。 

 また、総合知の話も佐藤議員が御指摘されましたが、我々のところで随分

検討しているのですが、総合知をどう捉えるのかは、本当に難しい話で、こ

れについても、現状のところの指標や考え方は提示しますが、それに対して

非常に厳しい御批判を頂いて進んでいくしかないかなと思っているところで

す。 

 もう一つは、ＣＳＴＩの役割として評価が基本的にあるのですが、今回の
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専門調査会では、これまでの大型の研究開発に対する評価のやり方を相当変

えました。事務局から説明してもらいます。 

 

【鈴木企画官】 鈴木より、資料６、資料７から説明をいたします。 

  評価専門調査会の評価には、大規模研究開発の評価と特定国立研究開発法

人の評価があります。 

大規模研究開発の評価は、内閣府設置法２６条の３に「科学技術に関する

大規模な研究開発その他国家的に重要な研究開発について評価を行う」とい

う、内閣府設置法に基づき評価を実施しております。それについて、２点ほ

ど御説明いたします。 

  一つ目、資料６です。新たに要求する国費総額が３００億円以上の研究開

発のうち、科学技術政策上の重要性に鑑み、評価専門調査会において評価す

べきとしたものを、国家的に重要な研究開発、大規模研究開発と呼んでおり

ます。これは毎年府省に対して実施する調査で、国費総額２００億円以上、

単年度予算２０億円以上の研究開発予算の要求から確認をしております。 

今年度は、単年度予算では３８億円と２５億円の研究開発がありましたが、

総事業費では、実施期間を掛け合わせても２００億円以下で、大規模研究開

発に該当する案件はなかった旨、議決しました。 

  二つ目は、資料７です。こちらは、大規模研究開発の評価の変更について

です。今まで評価専門調査会では、約１件当たり１２０分から１８０分と、

長い時間を掛けて評価を実施しておりましたが、各省庁が評価した同じ評価

を評価専門調査会でもやっているのではないか、もう少し効率性、効果的な

話で検討すべきだという話が内外からあり、やり方を、今までの同じような

評価ではなく各省庁が行った評価を基本計画とか、この後に出てきます大綱

的指針に合っているかなど、計画や指針から見た評価に変えることについて、

今回、大規模研究開発のワーキンググループの立上げを提案しております。 

  ワーキンググループの構成員は、評価専門調査会の委員から構成し、評価

専門調査会の会長から調査検討に必要と認めた場合は外部の方も招聘できる

という内容です。また、原則公開の予定です。 

  この資料中４番の訂正です。「ＷＧには座長を置き、専門調査会長」と書

いてありますが、「評価」が抜けておりました。正しくは「評価専門調査会

長」です。失礼いたしました。 

  大規模研究開発の評価のやり方を変えていくについては、資料７－２、７

－３です。評価専門調査会の決定事項で、中間評価と事後評価の進め方につ

いて、この資料がございまして、今回のやり方に変えるべく、それを少し直

す提案です。見え消しで書いております。 
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  実施時期につきまして、この下の方に、終了前に必要であればやるという

ことですが、基本的に各省庁のやった評価に対しての評価としていくために、

この辺を消して、２ページ目の４ポツ目、調査する検討事項として消してし

まった４から７については、今までの評価をまた評価するような内容を、新

しく（３）から（６）にあるとおり、評価項目の設定の方法、根拠、そして

（４）として評価項目を踏まえた評価の実施状況、科学技術・イノベーショ

ン基本計画、統合イノベーション戦略と合致しているのか、また、大綱的指

針と合っているのか、その他参考にした内容に、６番目は、評価結果を研究

開発の成果に活用しているのか、といった観点で見ていく変更を提案してお

ります。 

 これは７－３、中間評価も同様の変更を提案しております。 

 

【上山会長】 新しく来られた方、なかなかお分かりにならないと思いますが、

これまで省庁は、それぞれ専門家を集めて評価をしています。それに屋上を

重ねるような形じゃなくて、それぞれの省庁がやっている評価が正しいか、

正しい評価を実施しているのか、正しくなければ、もう一度突き返しますよ

という形にしたいと思っています。 

  ＣＳＴＩは、最終的に評価の取りまとめなので、もし、本当によくなけれ

ば、物を申す権限があります。各省庁はその意味ではきちんとした評価をし

ない限り、我々はそれを認めません。例えば、その評価軸が正しいか、委員

の選定は正しいかというような軸で、各省庁の大型研究開発に関しては、物

申していく形にしたい。それが省庁を動かすために一番という意味で、各省

庁の評価を評価というメタ評価をすることを考えている。 

ワーキングは、篠原議員に御参加いただいき、この形をかなり細かく詰め

て行くことになりますが、基本的な精神は、御理解いただければと思います。 

  大体、皆さん御理解いただけますでしょうか。ちょっと時間がなくて駆け

足になってしまいますけれども、この評価やって、やがて評価専門調査会に

フィードバックをされ、ワーキングでは、各省庁がこんなふうに言っている

が、どう考えても評価として正しくないものは、この専門調査会で駄目出し

ができることを考えております。多分それがＣＳＴＩらしい評価の仕方。こ

れが基本的な方向性であります。よろしいでしょうか。 

  御意見とか御質問とかございますか。オンライン上の委員の方も、いかが

ですか。よければ、この形でワーキング含めて進めさせていただきと思いま

す。 

【梶原議員】 質問してよろしいですか。 
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【上山会長】 梶原先生。 

 

【梶原議員】資料６ですが、事前評価の対象に、補正予算で出てくる事業は、

対象になるのか確認させてください。それから、資料７－３の１ページの目

的で、「中断・中止を含めた見直しの要否」は削られていて、ここだけ削っ

たのはなぜか。後には「研究開発の加速」、その後ろのページ、も赤線で引

いている。どちらの赤線が正しいですか。片方だけ消すと「加速」だけ生き

ていて、「中止」の要否判断はしないと見えたので、その理由を伺ったので

すが。 

 

【上山会長】 事務局どうぞ。 

 

【鈴木企画官】 お答えします。 

  基本的には、各省庁の評価について評価をすることなので、中止・中断は

基本的にやらないが、先ほど、上山先生からあったように、余りにひどいと

きは、当然中止はあるかと思います。基本的に各省庁がしっかり評価した前

提の下で評価をするので「中断・中止」は削除したものです。 

  補正予算は、基本的に単年度予算の位置付けで過去の評価専門調査会でも

対象外になっております。 

 

【梶原議員】 対象外ですね。 

  先ほどの後段の「加速」について消しているところと、上のところに目的

の「加速」は消していないが正しい文章ですか。 

 

【鈴木企画官】 すみません。「加速」は、確か片方は入れていましたが、３

ページの上の「研究開発の加速」は、生になります。 

 

【梶原議員】 ３ページは、生きですか？「加速」は。 

 

【鈴木企画官】 はい。１ページ目の「研究開発の加速」が、そのまま生きて

おります。申し訳ございません。 

 

【梶原議員】 「加速」の方は、生きですね。 

 

【鈴木企画官】 はい。 
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【梶原議員】 分かりました。ありがとうございます。 

 

【鈴木企画官】 御指摘ありがとうございました。 

 

【樋本参事官】 いずれにしましても、座長、梶原先生からも御指摘を頂いた

ので、改めてきちんと確認させていただいて、後ほど、皆さんに御承諾いた

だくプロセスをすぐ取りたいと思います。すみません。 

 

【上山会長】 それでは、大綱的指針ですね。 

 

【樋本参事官】 私の方からでいいですね。 

  資料８の国の研究開発評価に関する大綱的指針についてになります。 

こちらは規模を問わず、総合科学技術・イノベーション会議では、国の研

究開発事業の評価についての大綱的指針を定めております。各府省は、これ

に基づき研究開発の評価を行っている位置付けのものでございます。 

  今回御決定を頂きたいのは、第６期の期間中も、平成２８年１２月に現行

の国の研究開発評価に対する大綱的指針定めており、引き続き活用して、こ

れに沿った形で評価を行うことについて御了承いただきたいところでござい

ます。 

 今回変更を特に要さないと考える理由は、案として、この２パラ目に記載

しているところです。なぜ、今回その大綱的指針をそのまま使うか申し上げ

ますと、先ほどから御議論あります関係省庁との関係で、各省からすると第

６期の基本計画を立てたことに伴い、大綱的指針が変わるのか非常に関心が

あるところです。今回、２パラに示しましたように、第５期の基本計画と目

指している政策の方向性、大きなものは変わりません。あとは、第６期の基

本計画でも、それぞれの研究開発の事業に対する評価について、大きくその

発想・思考を変えようという御指摘もなかったこともあります。こうした点

も踏まえて、今回、第６期期間中は変えないという御決定いただけると、各

省庁も大変評価の作業は進みやすくなるので、御理解を頂きたいところでご

ざいます。 

  なお、本調査会での検討を踏まえまして、改正の必要が生じたときは、本

指針も改正していくことは、当然のことと考えてございます。 

  以上でございます。 

 

【上山会長】 この点、皆様よろしいでしょうか。 

  不案内な方はおられるかもしれませんが、大綱的指針とは一体何なのかも
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恐らく御存じないと思うので、これはまた一度御説明したいと思います。 

 

【林委員】 すみません。１点だけ簡単なコメントを。 

  今、５期から変わりがなく変更しないことの結論として変えないことは同

意ですが、５期から変える必要がないかは、ちょっと違う。先ほども、例え

ば、総合知についてどう評価するのか話がありましたし、或いは、６期だと

トランスフォーマティブ・イノベーションの政策をどう評価するのかという

話があります。ヨーロッパなどはもうそういう評価の仕方を、検討を始めて

います。 

  恐らく今、我々はこの大綱的指針というガイドラインに何かを書くほどの

知見を持っていないので今回は変えないということだと思います。この専門

調査会でも、トランスフォーマティブ・イノベーションとかを今後検討して

いく中で、我々の中にも知見を蓄えて、そのときに大綱的指針を変えていく

という、流れであると理解しております。コメントです。 

 

【上山会長】 大綱的指針について少し申し上げると、結構重要な指針で、大

方に関して制約が付いていますが、全体としての評価の大綱を決めるとても

重要なものなのです。 

  これは、第５期のとき自分自身もその委員会にはいましたけれども、正直

言えば、第６期の基本計画の中で科学技術政策がターゲットとしている領域

が相当広がっている。それで、イノベーションというもののみならず、その

アウトカムの捉え方が相当広がっていて、研究開発のための評価の大綱軸だ

けでいいのかという議論は一方で非常にあると思います。 

  大綱的指針を変えなければいけない問題意識としては、正直言うと私の中

にはありますが、これを今やるには、ものすごい時間と労力と知見の積み上

げをしなければいけない。 

それを、新しい形で行う専門調査会の中でやると体力も事務能力も今のと

ころない。この評価専門調査会をやる中で、恐らくいろんな形で積み上がっ

てきて、将来的に議論は出てくると思います。１年後になるか、２年後か分

かりませんけれども、国の評価の大綱をもう一度見直さないといけないとき

が来るとは思います。ただ、現実として、今引き受けることは難しいと私の

方では判断をしたということであります。そのことだけ申し上げておきます。 

 

【林委員】 はい、結構だと思います。 

 

【上山会長】 最後に事務局から連絡がありますね。よろしくお願いします。 



－43－ 

 

【樋本参事官】 ありがとうございます。 

  本日も非常に多くの御意見いただきましてありがとうございます。次回の

会合に向けて、また検討を進めさせていただきたく存じます。 

  次回の日程調整は、改めてまた事務局より御連絡させていただきます。 

  また、第１４０回の議事概要に修正がある場合は、年末の慌ただしい中、

恐縮ですが、２７日の月曜日までに御連絡を頂きたく存じます。年明けには

ホームページで公開させていただきたいと考えてございます。 

 

【上山会長】 ありがとうございました。 

 本日は、少し議題を詰め込み過ぎた面もあると思いますし、私の不手際で、

本当に申し訳ございませんでした。 

  議事録につきましては、後日、事務局より各委員にメールで照会をさせて

いただいた後で公開といたします。 

  本日の会議はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

－了－ 


